
アシスト国際事業協同組合

代表理事より

2020年11月に当組合が正式に活動開始し、12名（本年4月現在）の体制で組合員様と外国人技能実習生の
サポートを行っております。皆様方に御満足いただけるよう、職員一同、力を合わせて努力してまいります。
皆様方の一層のご支援・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

組合より

「外国人社員と働く職場の労務管理（20210402）より」http://www.mhlw.go.jp/content/000761492.pdf

外国人を雇用する企業の事業主・人事労務担当者の方向けに、雇用管理の場面、
特に、労働条件等を外国人社員に説明する際に、日本と外国の文化や雇用慣行のギャップを踏まえつつ、
どういう説明の仕方をすれば分かりやすいか、どういった点に注意するとよいかについて、
「気づき」をもっていただき、活用いただくことを想定してそのポイントを抜粋し、
組合員様へお知らせします。

１.採用 ２.賃金 ３.労働時間及び休暇 ４.異動、退職及び解雇 ５.安全衛生及び災害補償
６.ハラスメント ７.退職金 ８.在留資格 ９.正社員以外の働き方
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定期的にトピックスでお知らせいたします。
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